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第１章 プラン策定にあたって

• 男女共同参画社会基本法第14条において、「市町村は、男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策についての基本的な計画を定めるように努めなければならない」とされており、本市では、袋井

市男女共同参画推進条例第12条の規定に基づき、基本計画を策定することとしています。

• 本市では、男女が自らの意思によって、個性と能力を発揮することができ、共に責任を分かち合うと

ともに、社会のあらゆる分野において、性別にかかわりなく、誰もが健康と幸せを感じながら生活す

ることができる都市とするため、2006年（平成18年）３月に「男女共同参画プラン」（平成18～22年度）、

2011年（平成23年）３月に「袋井市男女共同参画推進プラン」（平成23～27年度）を策定、同年６月に

は「袋井市男女共同参画推進条例」を制定し、これらに基づいた男女共同参画のための施策を総合

的かつ計画的に推進してきました。

• 「第４次袋井市男女共同参画推進プラン」（以下「第４次プラン」という。）が2025年度（令和７年度）末

をもって計画期間満了となったため、「第５次袋井市男女共同参画推進プラン」（以下「第５次プラン」

という。）（2026年度（令和８年度）～2030年度（令和12年度））を策定しました。
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第４次袋井市男女共同参画推進プランの評価

• 第４次プランでは、「多様な価値観を認め合い、個性と能力を発揮できる社会の実現」を全体

目標としたうえで、４つの基本目標を定め、各施策の推進に取り組みました。

• 第５次プラン策定にあたり、これまでの施策を総合的に評価しました。

５

多様な価値観を認め合い、個性と能力を発揮できる社会の実現全体目標

基本目標



第４次袋井市男女共同参画推進プランの振り返り

評価目標値
(R7)

現状値
(R6)

策定時
基準値
(R2)

単
位成果 指標 名基本

目標

〇40.039.236.9％市の審議会等女性委員の割合※３Ⅰ

◎13.054.45.7％市内事業所における男性の育児休業取得率※４Ⅱ

◎350364295人家庭児童相談室への実相談者数※５Ⅲ

○70.069.060.6％
性別による固定的な役割分担をすべきでないと
思う人の割合※６Ⅳ

第４次プランでは、基本目標毎に１つずつ成果指標を設定し、施策を展開しました。庁内外への意識啓発やセミ

ナーの開催などの地道な取組により、全４指標のうち２つの指標で目標を達成しており、この５年間における男女共

同参画意識の高まりがうかがえます。

しかしながら、基本目標Ⅳの成果指標「性別による固定的な役割分担をすべきでない」と思う人の割合は上昇傾向

にあるものの、目標値に達せず、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」というような、固定的性別役割分担

意識の根強さが浮き彫りになりました。

市内事業所における女性管理職割合（10.1%）※１や、自治会などの地域活動の場における女性の参画（自治会長の

女性割合1.7%※２）についても未だに低い水準にあり、その根底にある「固定的な役割分担意識」や「無意識の思い

込み（アンコンシャスバイアス）」の解消が必要です。

６
◎…目標値に達した
〇…目標値に達していないが、策定時基準値と比較して向上

※1、4 令和６年度袋井市内事業所における男女共同参画等に関する実態調査（以下「事業所実態調査」という）
※2 令和６年度自治会役員届より（自治会⾧174名中女性３名）
※3、5 令和６年度庁内調査より
※6 令和６年度袋井市総合計画推進に係る市民意識調査（以下「市民意識調査」という）



今後に向けて評 価取組内容重点基本方針
労働環境整備にかか
る情報提供や、女性
人材育成支援、持続
可能な社会に向けて
の官民一体となった
取組が重要です。

柔軟性のある勤務体系制度を取り入れる企業が増加し、子育て中
の従業員に対する所定外労働の免除・制限など、労働環境の改善が
見られました。
しかしながら、出産・育児で低下したキャリアが戻らず、女性の

労働参画や昇進が停滞する現象である「L字カーブ」問題は解消して
おらず※1、優秀な人材の流出や管理職の女性不足、賃金格差・経済
的損失につながるという課題などが残されています。

・女性活躍推進に向け
た人材育成
・企業等に対する、誰
もが働きやすい労働環
境の整備にかかる意識
啓発や情報提供 など

誰もが平等に働き
続けられる労働環
境の整備

柔軟勤務の実現に向
けた事業所向けの伴
走支援や、子育て・
介護情報のワンス
トップ化や、利用し
やすい支援体制の強
化が必要です。

待機児童解消や男性の育児休業取得率向上など一定の成果を得ま
したが、理想の働き方・生き方と現実にはまだ差が残っています。
※２主な理由は、⾧時間労働※３や業種ごとの勤務形態、非正規雇用
の多さで制度が使いにくい※４こと、制度周知や中小企業支援が十分
でない※５こと、行政の支援体制に改善の余地があること、そして家
庭や性別役割に関する意識が根強く残っていることです。

・子育て・介護支援の
充実
・男性の家事・育児・
介護への参画促進
・⾧時間労働の是正に
向けた取組 など

働き方改革及び
ワーク・ライフ・
バランスの推進

関係機関同士の連携
体制の強化と、相談
窓口や周知の徹底、
多角的な支援の強化
を行う。

市では妊娠期の方や子育て中の家庭、ヤングケアラーなど社会生
活で困難を有する若者の皆さんに対して、切れ目のない一体的な相
談支援体制を整えました。
また、総合相談窓口においては、生活上の様々な困難に対し、専

門の相談員等が関係機関と連携して解決に向けた支援を行いました。
実相談者数も増加していますが、平等な支援に向けての体制づくり
や、相談窓口の周知に依然として課題が残っています。

・生活上の困難に直面
する家庭等への経済的
支援と相談体制の充実
・高齢者・障がい者・
外国人市民が安心して
暮らせる環境の整備
など

生活上の困難を抱
える方に対する支
援と多様性の尊重

第４次袋井市男女共同参画推進プランの評価

重点基本方針に対する評価

７
※1 総務省労働力調査（基本集計）
※2 令和７年度袋井市男女共同参画社会づくりのための市民意識調査（以下「男女共同参画市民意識調査」という）
※3 日本能率協会総合研究所「仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査研究事業」

※４ 令和４年10月から産後パパ育休制度が適用され、非正規であっても
制度を利用しやすくなったが、依然として制約があるため

※５ 事業所実態調査



ここまでの、各基本目標に対する課題だけでな

く、評価体制にも課題があります。

本来、男女共同参画の視点を取り入れること

は、全施策に共通するものであり、各事業を行う

上で、基本の考え方となるべきものですが、行政

側の意識改革も十分とは言えません。※１

また、事業の目標設定が定性的なものが多く、

何をもって達成かが不明瞭となっておりました。

さらに、その評価方法についても、担当部署の

自己評価によるものとなっていたため、今後は、

その評価体制の見直しも必要です。

推進体制の強化と評価方法の課題

第４次袋井市男女共同参画推進プランの評価

イラストイメージ

８※1 袋井市男女共同参画推進審議会意見及び静岡県男女共同参画課主催の男女共同参画担当課⾧会議での計画改定のポイントと留意点より



第２章 プランの概要

• 第５次袋井市男女共同参画推進プランは袋井市男女共同参画推進条例第３条における基本理

念のもと、第12条に基づき策定するものです。また、「男女共同参画社会基本法」をはじめとす

る各種関連法に規定する計画として位置づけます。

第５次袋井市男女共同参画推進プラン

【 国 】 【 市 】
袋 井 市 男 女 共 同 参 画 推 進 条 例

基 本 理 念

１ 男女の人権の尊重
２ 社会における制度または慣行についての配慮
３ 政策などの立案及び決定への共同参画
４ 家庭における活動と他の活動との両立
５ 国際的協調

困難女性支援法

男女共同参画社会基本法

DV防止法

女性活躍推進法

９

【 国 】

第６次男女共同参画
基本計画

【 県 】

第４次静岡県男女
共同参画基本計画新



第５次プランでは、国の第６次男女共同参画基本計画や第４次静岡県男

女共同参画基本計画でも目標とされている「多様な幸せ（well-being）」

の向上を組み込んだ全体目標「性別にかかわらず、すべての市民が多様な

幸せを実現できるまち」の実現を目指すため、「あらゆる分野における女

性の参画拡大」「ジェンダーにとらわれず、誰もが活躍できる経済社会の

実現」「安全・安心な暮らしの実現」「男女共同参画社会の実現に向けた

基盤整備」の４つを基本目標とし、施策を推進します。
10

Ⅰ あらゆる分野
における女性の
参画拡大

Ⅱ ジェンダーに
とらわれず、

誰もが活躍できる
経済社会の実現

Ⅲ 安全・安心な
暮らしの実現

Ⅳ 男女共同参画
社会の実現に
向けた基盤整備



２ ライフステージに応じて誰もが希望する働き方
を選択できる労働環境の整備【重点】

１ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大

７ 生涯を通じた男女の健康支援体制の充実

⑧ ＤＶや性犯罪、性暴力等の根絶へ向けた対策の強化
⑨ 被害者の相談支援体制の強化

⑱ 男女共同参画の視点に立った各種制度の見直し
⑲ 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育や学習機会の充実
⑳ 国際的な動向を踏まえた男女共同参画の推進

㉑ 女性にも選ばれる地域づくりのための男女共同参画の推進 【新】
㉒ 性別役割分担意識にとらわれない地域活動の推進

⑮ 生涯にわたる心と体の健康支援の充実
⑯ 性と心の健康に関する知識の普及と相談体制の充実
⑰ 妊娠・出産にかかわる健康支援

③ 労働に関する法律・制度の周知とハラスメント防止に向けた啓発
④ 女性のキャリア形成と経済的自立に向けた取組の促進【新】

⑤ 共働き・共育ての実現に向けた対策の強化
⑥ 男女双方の意識改革・理解促進
⑦ 男性中心型労働慣行による⾧時間労働等の見直し・生き方変革への支援

⑩ ひとり親家庭及び生活上の困難に直面する困窮家庭等への支援の充実
⑪ 高齢者、障がい者が安心して暮らせる環境の整備
⑫ 外国人市民が安心して暮らせるための支援の充実
⑬ 多様な性のあり方への理解の促進と支援の充実

⑭ 女性の視点に立った防災・復興活動の推進・強化

① 市政、審議会等（行政分野）への女性の参画拡大
② 教育分野、経済産業分野、各種団体等への女性の参画拡大

３ 働き方改革及びワーク・ライフ・バランスの推
進 【重点】

８ 男女共同参画社会の実現に向けた理解の促進

５ 男女共同参画の視点に立った生活上の困難に対す
る支援と多様性を尊重する環境の整備 【重点】

６ 防災・復興における男女共同参画の推進【新】

９ 男女共同参画が根付いた地域づくりの推進
【新】【重点】

Ⅰ あらゆる分野
における女性の
参画拡大

Ⅱ
ジェンダーにと
らわれず、誰も

が活躍
できる経済社会

の実現

Ⅲ
安全・安心な暮
らしの実現

Ⅳ
男女共同参画社
会の実現に向け
た基盤整備

女…女性活躍推進法 困…困難女性支援法

DV…DV防止法

４ ジェンダーに基づく、あらゆる暴力の根絶及び
被害者の支援

11

〔基本目標〕 〔基本方針〕 〔基本施策〕

理…基本理念

理１～３

理１・２

理１・２・４

理１・３

理１・２

理１～４

理１・２・４

理１～４

理１～５

、

〔全体目標〕

女

女

DV

困



審議会等の
委員

Ⅰ あらゆる分野に
おける女性の参画拡大

Ⅱ ジェンダーに
とらわれず、

誰もが活躍できる
経済社会の実現

経営者・管理職

正規雇用者

家庭・地域・職場
からの孤立化

地域活動・
防災活動の
実質的担い手

自治会・市民
活動団体・
PTA等の役員

Ⅲ 安全・安心な暮らし
の実現

Ⅳ 男女共同参画社会
の実現に向けた基盤整備

政策・方針の決定機関

家庭

女性

男性

地域 職場

意識の醸成・環境整備

安全・安心 救済支援

教育 啓発

地
位
向
上

地
位
向
上

意
識

基
盤

参
画

非規雇用者

12

〇男女共同参画がいまだ女性の問題と捉え
られがちであることや、固定的な性別役割
分担意識が根強いことから、教育や啓発に
よる

を施策推進の基礎とします。
〇女性に対する暴力の増加、ひとり親家庭
や非正規労働者等の経済的困窮などの問題
については、支援・救済が必要なことから

を、基本目標
Ⅳとともに施策推進の基礎とします。
〇「生活の場における男女共同参画は、女
性が地域や職場で活躍することに加え、男
性が家庭に主体的に参画することが重要で
ある」、ワーク・ライフ・バランスと女性
活躍を実現するためには、「労働環境の整
備だけでなく、家事・育児・介護への支援
を含めた各生活の場に存在する男性・女性
の壁を壊す必要がある」という考えから、
基本目標Ⅳ、Ⅲのベースの上に、

を置き、性別の枠を超えた大き
な循環をつくり出します。
〇基本目標Ⅱを受け、

で、審議会等の委員、
経営者、管理職レベルでの男女共同参画を
進めます。

行政、学校、
地域団体など

中心的アクター

行政、学校、
地域団体など



９つある基本方針のうち、第４次プランにおいても重点基本方針となっていた「労働環境の整

備」「ワーク・ライフ・バランス」「生活困難者支援」の３項目に、今後さらに取り組むべき１項目

「地域づくり」を加えた４点を、特に市が重点的に取り組む方針として定め、効果的なプラン推進

を図ります。

生産年齢人口の減少が進む中、将来にわたり持続可能で活力ある経済社会を築いていくためには、

潜在的な「女性の力」が求められています。女性の就業率については、20歳代後半から30歳代にか

けて、子育てなどによりいったん離職する、いわゆるM字カーブがほぼ解消し、男性の育児休業取得率が向

上するなど、大きな進展がありました。一方、出産を契機に女性が非正規雇用化するいわゆるL字カーブ問

題や、育児や介護をはじめとしたライフイベントに際し、両立のしづらさを原因とした、女性のキャリア形成が

困難となる状況が今もなお続いています。

基本方針２ ライフステージに応じて誰もが希望する働き方を選択できる労働環境の整備 継続

13

現状と課題

育児・介護制度の充実を図るとともに、事業所に向けた再雇用体制や労働環境整備にかかる啓発

や情報提供、女性にとってのロールモデルやメンターとなり得る人との出会いの場の提供による女性

の新たな可能性の発見など、女性だけでなく、誰もが希望する働き方を選択できる環境を整備します。

取組内容



基本方針３ 働き方改革及びワーク・ライフ・バランスの推進

ワーク・ライフ・バランスの実現は、個人の希望に応じた多様なライフスタイルを可能にするとともに、
生産性の向上や競争力の強化につながり、経済の活性化においても重要です。仕事は、暮らしを支

え、生きがいや喜びをもたらすものですが、同時に、家事・育児・介護・地域との付き合いなども暮らしに欠か
すことのできないものであり、その充実があってこそ、多様な幸せ（well-being）の実現に繋がります。職業人
生の長期化を見据え、長時間労働の解消や、心身の健康と向き合える環境づくりが求められています。

重点基本方針

継続

現状と課題

保育・介護サービスの充実に努め、長時間労働の削減や生産性の向上を推進することで、若い頃
から仕事と生活の調和を図り、誰もが希望する柔軟な働き方が可能となる環境づくりを推進します。

取組内容

現状と課題

基本方針５ 男女共同参画の視点に立った生活上の困難に対する支援と多様性を尊重する環境の整備 継続

セーフティネットの機能として、このような生活上の困難に対する多様な支援を行うとともに、相談
支援体制の強化を図ることにより、自立に向けた力を高める取り組み等を推進します。

さらに、性別や年齢、国籍、障がいの有無、性的指向・性自認に関することなどに加え、固定的な性別役割分
担意識や性差に関する偏見を背景に、複合的な困難を抱えるリスクもあるため、一人ひとりを認め合い、誰もが
自分らしくいられる環境づくりを進めます。
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取組内容

高齢化や核家族化、結婚・離婚等に対する意識の変化が進む中、非正規雇用や単身世帯、ひとり
親世帯が増加し、不安定雇用や収入格差による生活困窮、社会的孤立など、市民が抱える困難は

複雑化しています。
また、経済社会における男女が置かれた状況の違い等を背景として、女性は、貧困等生活上の困難に陥り

やすいと言われており、とりわけ単身世帯の高齢女性の貧困率が高い状況です。
さらに、家族の介護等を行っている、いわゆるヤングケアラーの問題にも取り組む必要があります。



女性や若者から選ばれる地域づくりの推進は、持続可能な地域社会のため、欠かせない視点で
す。若者が出身地域を離れる理由として、男女とも「希望する進学先がなかったから」「やりたい仕

事や就職先が少なかったから」「地元を離れたかったから」とする者の割合が高く、特に「地元を離れたかっ
た」とする者の割合は、女性が高くなっています。※１

また、地元への愛着はある一方で、固定的な性別役割分担意識の浸透の深さゆえに、出身地域に戻らな
いといった指摘もされています。※２この根強い固定的な性別役割分担意識は、家事・育児・介護負担の女性
への偏りや男女間の賃金格差にも影響を与えるだけでなく、男性にとっても、経済的プレッシャーや、過重労
働など心身の健康悪化や生活の質の低下をもたらしている側面があります。

基本方針９ 男女共同参画が根付いた地域づくりの推進 新規

現状と課題

重点基本方針

※1 令和６年度地域における女性活躍・男女共同参画に関する調査（令和６年度内閣府委託調査） ※2 国の第６次男女共同参画基本計画（案）より

誰もが働きやすい環境づくり、発言しやすい地域社会づくりを進めることで、女性など多様な人材が
様々な活動に参画でき、地域の社会経済や、商品開発などの新規の発想やイノベーションをもたら

し、持続的な発展を確保することが期待できます。
また、地域の伝統文化や風習などの資産、地域で解決すべき社会的課題などに着目し、女性が起業すること

も有効です。起業は、女性が働きやすい雇用環境の創出、女性の視点を生かした商品・サービス開発の促進
や、固定的な性別役割分担意識に起因する課題を取り除いていくことなどを通じ、「女性にも選ばれる地域」の
実現に寄与する側面があります。大都市圏との「情報格差」（ロールモデル、ネットワーク）と「意識格差」（固定
的な性別役割分担意識）の双方の解消が必要となります。

地域の経済活動のみならず、自治会、PTA、防災組織、地域に根ざした組織・団体において、女性の視点を取
り入れやすくすることも重要です。そのために、地域の女性リーダーの育成や、男女共同参画の視点で活躍す
るNPOなどの団体と、その他の地域団体との連携支援を行います。

取組内容
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目標値
2030年
度

現状値
2024年度単位成 果 指 標 名基本

方針
基本
目標

4040.2％市の審議会等女性委員の割合 ★１Ⅰ

7060事業
所

市内における「男女共同参画社会づく
り宣言」宣言事業所数 ★２

Ⅱ
8535.9％市内事業所における男性の育児休業取得

率（２週間以上）３

3343％ＤＶを受けたが、抗議や相談ができな
かった人の割合４

Ⅲ
90ー%こども若者家庭センターの認知率 ★５

5039.0％自主連合防災隊⾧、自主防災隊⾧及び
防災委員の女性役員の割合６

84.876.5
%

乳がん検診受診率
７ 81.573.7子宮頸がん検診受診率

8069％性別による固定的な役割分担をすべきで
ないと思う人の割合８

Ⅳ
108.4%自治会役員（会⾧・副会⾧・会計）にお

ける女性割合９

（１）成果指標（事業実施にあたり目標とする数値）

期待値
2030年度

現状値
2024年度単位モニタリング指標名基本

目標

15.010.1％市内事業所における女性管理職（課⾧相当職以上）の割合
Ⅰ

22.016.4％市職員（一般行政職）における女性管理職（課⾧相当職以上）の割合

24.019.2％市内事業所における一般事業主行動計画の策定率

Ⅱ
036人放課後児童クラブの待機児童数 ★

9588.9％市男性職員の育児休業取得率（２週間以上）

10088.9％本市男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加休暇を合わせて５日以上取
得した職員の割合

６４校デートＤＶに関する授業を実施する学校数（高校含む）
Ⅲ

05件市内における性犯罪認知件数（強制性交等、強制わいせつ件数）

19089人男女共同参画関連講座等への参加者数

Ⅳ 4232件広報・ＨＰ等における男女共同参画に関する情報提供件数

60.855.3％袋井市は市民生活の中に人権尊重の意識が定着していると思う人の割合

（２）モニタリング指標（男女共同参画社会の進捗状況を計る目安とする数値）
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２ 男女共同参画推進審議会

１ 男女共同参画推進本部会議

３ 国・県等関係機関との連携

４ 庁内推進体制の整備と、職員への啓発活動

17



明瞭な目標設定

重点施策の選定

新たな評価体制

イラストイメージ
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あらゆる分野における女性の参画拡大基本目標Ⅰ

男女共同参画社会の実現のためには、

そもそもの仕組みづくりを担う政策・方針決定

過程への女性の参画拡大が必要不可欠です。

また、会議の場で少数意見とならないよう、男女の比率

についても、バランスが求められます。本市では、審議会

等の女性委員割合が目標の40％を下回った場合に、男

女割合改善取組調査票を作成する取り組みを行ったこと

などにより、2022年度（令和４年度）及び2024年度（令和６

年度）は目標値の40％を超え、令和７年においても、目標

値にはわずかに達していないものの、県下第１位の女性

委員割合となっています。

一方で、一部の審議会等では、未だ割合が低い水準に

あり、新たなプランでは、40％を超える審議会等の数を増

やすことを目指し、取り組みます。

現 状

第３章 施策の方向性及び基本的施策

35.4 36.7 37.2
35.3 36.3 36.9
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40.3 39.9 40.2 39.2
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資料：令和７年度庁内調査

袋井市の審議会等における女性委員の割合の
推移
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回答者数=

令和７年度調査 669

令和２年度調査 1,324

平成27年度調査 1,233

1.9

2.1

2.0

35.3

27.8

23.0

49.6

53.3

54.1

3.3

6.3

5.4

3.0

2.4

1.8

4.8

6.9

9.0

2.1

1.2

4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性を上回るほど増える方がよい

男女半々になるくらいまで増える方がよい

男女半々まではいかなくても、今より増える方がよい

今のままでよい

その他

わからない

無回答

政策・方針決定の場に女性が参画することについて
2025年度（令和７年度）に実施した「袋井市男女共同

参画社会づくりのための市民意識調査」（以下「男女

共同参画市民意識調査」という。）によると、方針等の

決定の場に女性の割合が今より増えることを望む人

の割合が86.8%となっており、特に30歳代では、男女

半々になるくらいまで増える方がよいと考える人が約５

割と多くなっています。

議員や審議会委員に女性が少ない理由としては、

「男性優位の組織運営」、「女性の参画を積極的に進

めようと意識している人が少ないから」、「女性の側の

積極性が十分ではない」などと回答する人の割合が

高くなっており、組織運営の在り方に加え、女性自身

の意識の問題を要因と捉える人が多いことがうかがえ

ます。そのため、新たなプランでは、男女双方の意識

変革にも取組みます。

回答者数=669

男性優位の組織運営

家庭・職場・地域・学校における
性別による役割分担意識や性差別の意識

女性の側の積極性が十分ではない

女性の参画を積極的に進めようと
意識している人が少ない

女性の能力開発の機会が不十分

女性が参画するための家族の支援・協力が
得られない

その他

わからない

無回答

49.0

34.4

45.6

47.1

16.0

33.5

1.9

6.4

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

政策・方針決定の場に女性が少ない理由について
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基本目標Ⅰ あらゆる分野における女性の参画拡大

資料：袋井市男女共同参画社会づくりのための市民意識調査（Ｒ７）



また、教育分野においては、幼い頃からの男女共同参画意識の醸成に大きく関わる分野であり、2025年度（令

和７年度）時点での市内小学校校長は50％が女性※１、幼稚園こども園の園長も61.5%が女性となっています。

しかしながら、中学校においては、管理職に女性が少ないことから、更なる推進を図ります。

基本施策① 市政、審議会等（行政分野）への女性の参画拡大

情報提供や啓発を行い、学校や事業所、各種団体における方針決定過程への女性の参画を促進します。

【主な取組】
①市の審議会等各種委員会への女性の登用促進（庁内職員・選出団体への啓発など）

基本施策② 教育分野、経済産業分野、各種団体等への女性の参画拡大

【主な取組】
①学校や教育分野への女性の登用促進（教員の管理職における女性割合増加など）
②女性が参画しやすい機運の醸成（企業、事業所等に向けた女性登用促進、女性リーダー・指導者の
育成支援など）

市の審議会等への女性の積極的な登用を図り、政策・方針決定過程への女性の参画を促進します。

21

基本目標Ⅰ あらゆる分野における女性の参画拡大

基本方針１ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大

女性の政策・方針決定過程への参画と、キャリア継続や積極的な昇進・登用を図り、持続可能な社会を生み出

すとともに、あらゆる人が暮らしやすい社会を目指します。

※1 令和６年度の小学校校⾧における女性割合の全国平均は32.9%（第６次男女共同参画基本計画 成果目標案より）



成果指標１ 市の審議会等女性委員の割合

現状値

40.2％
目標値

40％

現状値

10.1％

モニタリング指標１ 市内事業所における女性管理職（課長相当職以上）の割合

モニタリング指標２ 市職員（一般行政職）における女性管理職（課長相当職以上）の割合

現状値

16.4％
期待値

22.0％

基本目標Ⅰ あらゆる分野における女性の参画拡大
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期待値

15.0％

※指標中、現状値の年次は2024年度
目標値の年次は2030年度



ジェンダーにとらわれず、誰もが活躍できる経済社会の実現基本目標Ⅱ

誰もが希望に応じて、それぞれの能力を十分

に発揮できる社会づくりは、男女の基本的人権

に深く関わるとともに、経済社会の活性化という観点からも重

要な意義をもちます。

男女共同参画市民意識調査の結果によると、理想では「仕

事」も「家庭生活」も両立したい人の割合が多いものの、現実

には「家庭生活」を優先する人の割合が最も多く、ついで「家

庭」と「仕事」の両方、その次が「仕事」となっており、理想と現

実のギャップが大きくなっています。

また、性別で見ると、男性で「『仕事』を優先」の割合が高く、

女性では「『家庭生活』を優先」の割合が高くなっています。

それぞれが理想とする生き方を選択することができ、多様な

幸せを実現するためには、職場、家庭、学校、行政など、多

方面へのアプローチが重要です。

回答者数=

令和７年度調査 669

令和２年度調査 1,324

平成27年度調査 1,233

732
静岡県調査
（令和６年度調査）

2.5

4.1

4.0

3.4

19.9

16.9

16.2

18.3

2.7

2.4

2.4

5.9

32.1

30.3

27.7

30.2

3.3

4.2

3.6

4.1

10.9

9.0

10.0

10.8

22.6

27.3

25.9

20.1

0.7

0.8

0.9

2.1

2.9

3.7

5.5

3.1

2.0

5.7

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「仕事」を優先

「家庭生活」を優先

「地域・個人の生活」を優先

「仕事」と「家庭生活」をともに優先

「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先

「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先

「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先

その他

わからない

無回答

回答者数=

令和７年度調査 669

令和２年度調査 1,324

平成27年度調査 1,233

732
静岡県調査
（令和６年度調査）

18.2

20.2

19.7

20.4

26.6

24.1

22.7

24.5

3.6

3.1

3.7

6.1

23.6

23.6

20.6

19.1

3.3

4.5

3.3

4.6

9.9

10.2

12.2

8.5

8.7

8.3

7.7

8.1

1.3

1.3

1.1

2.5

3.4

4.2

6.8

2.2

1.3

4.7

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%現実

理想
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資料：袋井市男女共同参画社会づくりのための市民意識調査（Ｒ７）

現 状



結婚・出産退職等の慣行

賃金の男女格差

昇進・昇格における男女の格差

仕事内容における男女の格差

長時間労働や残業

雇用形態にパートタイムや臨時雇いが多い
こと

育児休暇が取得しにくいこと

保育施設（保育園など）の不足

介護・看護休暇が取得しにくいこと

介護福祉施設などの不足

職場における人間関係

家族に反対されたり、協力が得られないこ
と

女性自身の就業意欲が低いこと

その他

無回答

47.2 

32.1 

26.3 

21.8 

46.3 

24.7 

29.3 

35.4 

29.1 

21.8 

23.3 

14.5 

9.1 

5.2 

4.6 

45.0 

22.4 

19.9 

19.9 

39.4 

22.9 

30.1 

37.7 

18.9 

18.9 

21.1 

12.6 

11.6 

3.8 

4.6 

46.6 

28.1 

25.6 

26.6 

50.0 

31.1 

43.1 

48.3 

29.0 

29.8 

23.8 

17.7 

12.5 

3.1 

2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和７年度調査（回答者数=669)

令和２年度調査（回答者数=1,324）

平成27年度調査（回答者数=1,233)

これまで、女性自身の意識改革、企業側への労働

環境整備の働きかけ、子育てに関する行政手続き

のオンライン化等を行ってきましたが、2025年度（令

和７年度）に行った男女共同参画市民意識調査によ

ると、依然として、「結婚・出産退職等の慣行」

（47.2%）や「長時間労働や残業」（46.3%）が、女性が

仕事を続けていく上での障害となっていることがわ

かります。

男性にとっての男女共同参画の推進については、

子育てや介護等の支援の充実を図り、男女ともに仕

事と家事・育児・介護に関わる環境づくりを進めてき

ました。市内事業所における男性の育児休業取得

率は大幅に向上し、（2020年度（令和２年度） 5.7%→

2024年度（令和６年度）54.4%）したものの、依然とし

て男性中心型労働慣行が残っています。

女性が仕事を続けていく上で、特に障害になっている
ことについて

基本目標Ⅱ ジェンダーにとらわれず、誰もが希望する働き方を選択できる経済社会の実現

資料：袋井市男女共同参画社会づくりのための市民意識調査（Ｒ７）
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基本施策③ 労働に関する法律・制度の周知とハラスメント防止に向けた啓発

基本施策④ 女性のキャリア形成と経済的自立に向けた取組の促進【新】

基本目標Ⅱ ジェンダーにとらわれず、誰もが希望する働き方を選択できる経済社会の実現

基本方針２ ライフステージに応じて誰もが希望する働き方を選択できる労働環境の整備 【重点】
結婚・出産・介護などといったライフイベントに際し、誰もが自身のキャリアや希望する働き方を諦めること

なく、それぞれの個性を発揮できる労働環境づくりを支援します。

男女間の経済格差を縮小するため、人材育成支援や、情報提供を行うことで、女性のキャリア形成
と経済的自立を推進します。

【主な取組】
①女性の人材情報の収集と女性活躍事例等の情報提供（企業における好事例紹介など）
②職場におけるハラスメント防止意識の啓発（ハラスメント防止に向けた情報提供など）

【主な取組】
①女性の交流機会の提供と人材育成への支援（ロールモデルの紹介やメンター制度の周知、講習会など）
②女性の起業支援や再就職・再雇用支援と情報提供（創業セミナーや職業相談による再就職支援など）

25

労働にかかる女性活躍推進法などの法律や制度に関する周知を行うとともに、様々な分野で活躍す
る女性の人材情報を収集・情報提供し、経済社会の維持・発展と女性の活躍を推進します。

女性活躍



基本方針３ 働き方改革及びワーク・ライフ・バランスの推進【重点】

基本目標Ⅱ ジェンダーにとらわれず、誰もが希望する働き方を選択できる経済社会の実現

基本施策⑤ 共働き・共育ての実現に向けた対策の強化

基本施策⑥ 男女双方の意識改革・理解促進

ワーク・ライフ・バランスを推進することで、男女ともに心身の健康と向き合い、生きがいのある人生を実現する

ことを目指し、引き続き保育・介護サービスの充実に努めるとともに、長時間労働の解消や生産性の向上を推進

する取り組みを行います。

男女がともに家事や育児、介護等に関わることができる環境づくりに向け、育児や介護にかかる支援
を行います。

講座や広報紙などによる啓発を通じて、固定的な性別役割分担意識から脱却し、ジェンダーにとらわ
れず、家庭、仕事及び個人の時間を大切にできる体制づくりを進めます。

【主な取組】
①多様な保育サービスの充実（保護者の就労形態の多様化に対応した保育サービスの充実など）
②多様な介護サービスの充実（相談窓口の充実や各種介護基盤の整備など）
③相談支援事業の充実（子どもの各成⾧段階における相談支援・療育支援の充実など）

【主な取組】
①育児・介護休業等の制度の周知（パパママ育休プラス制度や介護休業の企業及び労働者への周知など）
②家事・育児・介護などへの参画を促進するための情報提供や講座の開催（時短家事講座や育児講座など）

26

女性活躍



基本施策⑦ 男性中心型労働慣行による⾧時間労働等の見直し・生き方変革への支援

⾧時間労働を前提とした働き方を見直し、心身ともに健康な生活ができるよう、意識啓発や相談体制の
強化に努めます。

【主な取組】
①ワーク・ライフ・バランスに関する啓発（企業や労働者向けの働き方改革の啓発など）
②心の健康に関する啓発とセーフティネットの構築（心の健康に関する知識の啓発、相談体制の構築など）

基本目標Ⅱ ジェンダーにとらわれず、誰もが希望する働き方を選択できる経済社会の実現

成果指標２ 市内における「男女共同参画社会づくり宣言」宣言事業所数

現状値

60
事業所

目標値

70
事業所

成果指標３ 市内事業所における男性育児休業取得率（２週間以上）

現状値

35.9％
目標値

85％
27

※指標中、現状値の年次は2024年度
目標値の年次は2030年度



現状値

19.2％
期待値

24％

モニタリング指標３ 市内事業所における一般事業主行動計画の策定率

モニタリング指標４ 放課後児童クラブの待機児童数

現状値

36人
期待値

0人

基本目標Ⅱ ジェンダーにとらわれず、誰もが希望する働き方を選択できる経済社会の実現

28

モニタリング指標５ 本市男性職員の育児休業取得率（２週間以上）

現状値

88.9％
期待値

95％
モニタリング指標６ 本市男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加休暇を合わせて５日以上取得

した職員の割合

現状値

88.9％
期待値

100％
※指標中、現状値の年次は2024年度

目標値の年次は2030年度



暴力の根絶及び被害者の支援について

は、2025年度（令和７年度）からこども若

者家庭センターを開設し、女性相談員を配置すること

で、DVだけでなく、ひとり親家庭相談、生活上の困難

を抱える女性・若者の相談などの窓口を一元化し、複

合的に生じがちな課題に対する相談体制を強化しま

した。

しかしながら、男女共同参画市民意識調査によると、

暴力を受けたものの、抗議や相談ができなかった人

の割合は43.2%にも上り、未だに問題が潜在化してい

ることがわかります。

また、ジェンダーに基づく暴力の被害者は女性だけ

ではなく、むしろ男性の方が支援の手が届いていない

という課題があります。

こうしたことから、相談のしやすさや、被害者への意

識啓発を推進していきます。

安全・安心な暮らしの実現基本目標Ⅲ

暴力を振るった相手に抗議した

家族や身近な人、友人に相談した

公的な相談機関に相談した

警察等に相談した

仕方がないと思い、何もしなかった

怖くて何もできなかった

その他

無回答

世間体や、今後の不利益を考えると
何もできなかった

43.2

38.6

15.9

15.9

34.1

9.1

0.0

13.6

0.0

33.0

38.7

7.5

14.2

24.5

20.8

7.5

16.0

0.0

39.7

33.3

5.1

3.8

34.6

21.8

10.3

7.7

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和７年度調査（回答者数=44)

令和２年度調査（回答者数=106）

平成27年度調査（回答者数=78)

夫や妻・パートナーなどから暴力を受けたとき、あるいは
その後、どのような対応をしましたか。（複数回答可）

29
資料：袋井市男女共同参画社会づくりのための市民意識調査（Ｒ７）

現 状



高齢化や核家族化など家族形態の変容に伴い、経済的

困窮や社会的孤立など、生活上の困難を抱える方が増加

しており、特に、高齢女性や母子世帯でリスクが高い状況

にあります。そういった方々に対する支援については、先

述の相談窓口の他、専門の相談員が関係機関と連携して

支援を行う総合相談窓口や生活困窮者を複合的に支援す

る袋井市生活自立相談センターを設置していますが、さら

なる相談窓口の周知と相談者個々に寄り添った支援を行

うとともに、障がい者や傷病者が住み慣れた地域で安心し

て生活するために、就労支援や各種サービスの充実を図

ります。

基本目標Ⅲ 安全・安心な暮らしの実現

資料：R5男女共同参画白書（男女共同参画局）

高齢者の貧困率（男女別）の国際比較
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多様性の尊重については、LGBTQ+セミナーの開催

や広報を行ってきましたが、2025年度（令和７年度）に

市が行った男女共同参画市民意識調査によると、その

認知度は88.2%となっており、71.3%の人が、LGBTQ+な

ど性的少数者の方々にとって、生活しづらい社会だと

感じているなど、当事者の生きづらさを解消するため

には、さらなる啓発と環境整備が必要です。

また、外国人の人口比率は年々増加しており、経済

社会だけでなく、地域社会においても、外国人の方が

安心して暮らせるための体制づくりが必要です。

回答者数=

令和７年度調査 669

令和２年度調査 1,324

42.2

43.7

46.0

31.3

10.3

20.0

1.5

5.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

言葉と意味の両方を知っていた／知っている

言葉は知っていた／聞いたことがある

知らなかった／知らない

無回答

ＬＧＢＴＱ＋など性的少数者（性的マイノリティ）の

認知について

回答者数=

令和７年度調査 669

令和２年度調査 1,324

25.9

28.2

45.4

50.5

6.4

6.6

3.9

6.3

16.4 1.9

8.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う どちらかと言えばそう思う

どちらかと言えばそう思わない そう思わない

わからない 無回答

ＬＧＢＴＱ＋など性的少数者の方々にとって、偏見や差
別などの人権侵害により、生活しづらい社会について

基本目標Ⅲ 安全・安心な暮らしの実現

31
資料：袋井市男女共同参画社会づくりのための市民意識調査（Ｒ７）



近年、激甚化する自然災害の増加に伴い、地域における防災力を高める取り組みや女性や子ども等の多様な

ニーズに対応できる体制づくりが必要とされています。そのため、地域へ女性の声を反映するための女性防災リー

ダーの育成や、男女共同参画の視点に立った防災・復興への取組が必要です。本市では、現在、女性防災指導員

の選出を推進しており、2025年度（令和７年度）時点で50.5%の女性委員割合を達成していますが、今後はさらに女

性の意見を避難所運営に反映していく取組が必要です。

基本目標Ⅲ 安全・安心な暮らしの実現

85.8 86.0 86.1 86.4 86.3 85.9 86.4 
86.6 86.8 87.0 87.1 87.3 87.3 

87.5 87.7 87.6 87.1 87.1 87.1 

73.4 73.6 74.2 74.8 75.4 75.5 

79.0 79.2 79.3 79.6 79.6 79.4 
79.9 80.2 80.5 

80.8 81.0 81.1 81.3 81.4 81.6 81.5 81.1 81.1 81.1 

70.3 70.4 71.2 
72.1 72.7 72.6 

65
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90

H18
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H20

（2008）

H22

（2010）

H24

（2012）

H26

（2014）

H28

（2016）

H30

（2018）

R2

（2020）

R4

（2022）

R6

（2024）

平均寿命（女性） 健康寿命（女性） 平均寿命（男性） 健康寿命（男性）

(年)

資料：令和6年厚生労働省調査

平均寿命と健康寿命の推移（男女別）2024年（令和６年）の厚生労働省の調査によると、ここ５年間

の平均寿命は男女ともに横ばいとなってはいるものの、健康

寿命との差が男性で8.5年、女性で11.6年と開きがあります。

生涯を通じた健康保持のためには、疾病の罹患状況や、その

影響が男女で異なることなどに鑑み、性別に応じた適格な保

健・医療を受けることが必要です。また、性と生殖に関する健

康と権利である、「SRHR（セクシャル・リプロダクティブ・ヘルス

/ライツ）」の視点から、多様な価値観を認め合い、心身の健康

を保つためにも、正しい知識の普及に努めます。 32



基本方針４ ジェンダーに基づく、あらゆる暴力の根絶及び被害者の支援

基本目標Ⅲ 安全・安心な暮らしの実現

基本施策⑧ DVや性犯罪、性暴力等の根絶に向けた対策の強化

基本施策⑨ 被害者の相談支援体制の強化

DV防止

ドメスティック・バイオレンス（DV）やハラスメント（セクハラ・マタハラ等）の背景には、基本的人権の理解不足、

経済力の格差、固定的な性別役割分担による慣習や意識に根ざした社会構造の問題があり、男女共同参画社

会を目指す上で、克服すべき重要な課題です。

ホームページや広報紙及び講座による情報提供とともに、子どもをはじめ様々な世代への教育活動を
通じ、ＤＶ、セクハラ等のあらゆる暴力の根絶に努めます。
【主な取組】
①暴力・ハラスメントの根絶に向けた啓発と情報提供の充実（ホームページや情報紙を用いた啓発など）
②人権教育の推進と若年層へのDV防止に関する啓発や講座の開催（デートDV防止啓発など）

【主な取組】
①相談しやすい体制の整備（相談窓口の周知、ワンストップ体制の整備など）
②被害者の安全確保と支援（一時保護、関係機関との連携、支援体制の充実など）

DV、ハラスメントの被害者に対して適切な援助を行うため、相談窓口の周知をはじめ、関係機関との
連携により、相談や支援の体制を整えます。

33



経済的な困窮や社会的孤立、複雑・多様化する課題を解決し、安心して暮らせる社会を構築するため、行政

や関係団体が密接に連携し、総合的な支援を行います。

基本方針５ 男女共同参画の視点に立った生活上の困難に対する支援と多様性を尊重する
環境の整備【重点】

基本目標Ⅲ 安全・安心な暮らしの実現

困難女性

基本施策⑩ ひとり親家庭及び生活上の困難に直面する困窮家庭等への支援の充実

基本施策⑪ 高齢者、障がい者が安心して暮らせる環境の整備

ひとり親家庭や生活困窮家庭の自立と生活の安定を図るため、相談支援の充実を図り、経済的な支援を行
います。
【主な取組】
①ひとり親家庭への支援（相談支援の充実、児童扶養手当、医療費助成、自立支援給付金の交付など）
②児童・生徒への就学支援（就学援助など）

高齢者や障がい者が安心して生活できるよう、就労支援や相談体制を整備するとともに、女性が社会参画
しやすい環境の整備を行います。
【主な取組】
①高齢者の就業支援（シルバー人材センターとの連携による就業支援など）
②障がい者の自立支援（相談体制の整備、住まいや就労の場の確保など） 34



基本目標Ⅲ 安全・安心な暮らしの実現

基本施策⑫ 外国人市民が安心して暮らせるための支援の充実

外国人の方が暮らしやすく、地域の一員としてまちづくりに参加できるよう、学習支援や多言語・やさし
い日本語などでの情報提供を行います。

【主な取組】
①受け入れ側の多文化共生意識の醸成（やさしい日本語の普及、多文化共生セミナーの実施など）
②地域活動への参加支援（自治会等が行う行事への参加推進、地域への啓発など）
③外国人へのコミュニケーション支援（日本語教室の開催など）

35

基本施策⑬ 多様な性のあり方への理解の促進と支援の充実

多様な性のあり方に関する理解を促進するための教育や啓発を推進するとともに、性的指向及び性自認を
理由に困難を抱える人を支援するための取組を行います。

【主な取組】
①多様な性のあり方に関する理解の促進（人権教育や啓発、セミナー・研修の開催など）
②パートナーシップ制度に則った行政サービスの周知（宣誓を行った方への婚姻祝い品の案内など）



基本方針６ 防災・復興における男女共同参画の推進【新】

基本目標Ⅲ 安全・安心な暮らしの実現

基本施策⑭ 女性の視点に立った防災・復興活動の推進・強化

自治会などの地域活動や災害時の避難所の運営において、固定的な性別役割分担による慣習や意識にとらわ

れることなく、誰もが男女共同参画について正しく認識し、男女がともに責任をもって役割を担うことができるよう、

社会的支援の充実と環境整備に努めます。

災害から受ける影響や男女のニーズの違いに配慮することに加え、「減災」や「復興」という点にも
着目し、女性の意見を取り入れた防災・復興対策を行います。
【主な取組】
①地域の防災活動における女性登用の促進（女性消防団員の入団促進、自主連合防災隊⾧、自主防災隊⾧及び
防災委員への女性の登用促進、女性防災リーダーの育成講座の開催など）

②男女共同参画の視点に立った防災訓練等の実施（性別や年代など支援ニーズの違いに配慮した防災訓練の実
施、マニュアルの見直しなど）

③男女共同参画の視点に立った防災の啓発や情報提供（ホームページやチラシ等を用いた啓発など）

36



基本方針７ 生涯を通じた男女の健康支援体制の充実

基本目標Ⅲ 安全・安心な暮らしの実現

基本施策⑮ 生涯にわたる心と体の健康支援の充実

基本施策⑯ 性と心の健康に関する知識の普及と相談体制の充実

男女が各ライフステージに応じて、それぞれの健康課題に対応できるよう、性や健康について、性差に着目した正し

い知識を普及し、切れ目なく健康保持・増進の支援ができる体制づくりを推進します。

健康診査の実施等、年齢・性別に応じた、心身の健康の保持・増進のための事業の充実を図ります。
【主な取組】
①健康診査の充実（各種がん検診、健康診査の実施、受診率向上のための取組など）
②相談・講座等の充実（身近な場所での相談の実施、健康知識普及のための講座の開催など）

性と心の健康に関する知識の普及を促進し、SRHR（セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ）の
視点や、性感染症対策などについて、若い頃から学習できる機会の提供や、相談体制の充実を図ります。
【主な取組】
①性に関する学習機会と相談体制の充実（児童生徒の発達段階を踏まえた包括的性教育機会の提供、養護教諭
やスクールカウンセラーによる性と心の悩みに対する相談体制の充実など）

②性感染症対策の推進（小中学校との連携による正しい知識の普及、HIV抗体検査、性感染症検査及び相談事
業の周知・啓発など） 37



基本施策⑰ 妊娠・出産にかかわる健康支援

基本目標Ⅲ 安全・安心な暮らしの実現

生涯にわたる健康の基盤となる心身を形成するために、若い頃からのヘルスリテラシーの獲得を目指すと
ともに、プレコンセプションケアの普及活動を行います。
また、妊娠・出産を希望する方に対して、妊娠前から子育て期にわたる切れ目のない支援を行い、妊娠・

出産に対する不安を取り除くための支援を行うとともに、不妊に悩む男女に対する相談支援体制の充実を図
ります。

【主な取組】
①男女ともに年代に応じた健康に関する教育や啓発（健康教育の充実など）
②教室・相談・訪問による保健指導の充実（妊娠前の身体づくり、妊娠・出産に関わる女性の心と身体の変化
や男性の役割についての啓発、産前産後の精神的な不安の解消など）

③子育て相談の充実（共働き・共育てを可能にするための相談支援体制の充実など）
④不妊治療の支援（不妊治療に要する経費の助成、情報提供、相談体制の充実など）
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成果指標４ ＤＶを受けたが、抗議や相談ができなかった人の割合

現状値

43％
目標値

33％

成果指標６ 自主連合防災隊長、自主防災隊長及び防災委員の女性役員の割合

現状値

39.2％
目標値

42％

39

基本目標Ⅲ 安全・安心な暮らしの実現

成果指標５ こども若者家庭センターの認知率

現状値

－
目標値

90％

現状値

39.0％
目標値

50％

成果指標７ 乳がん検診受診率

子宮頸がん検診受診率

現状値

30.8％
目標値

33％

※指標中、現状値の年次は2024年度
目標値の年次は2030年度



現状値

４校
期待値

６校

モニタリング指標７ デートＤＶに関する授業を実施する学校数（高校含む）

モニタリング指標８ 市内における性犯罪認知件数（強制性交等、強制わいせつ件数）

現状値

５件
期待値

０件

40

基本目標Ⅲ 安全・安心な暮らしの実現

※指標中、現状値の年次は2024年度
目標値の年次は2030年度



男女共同参画社会の実現に向けた基盤整備基本目標Ⅳ

男女共同参画社会を実現するためには、

性別や国籍に関わらず、個人の希望に応

じ、個性と能力が発揮できるよう学校や家庭、地域や

職場などのあらゆる場で、男女の人権尊重と男女平等

の教育や学習を進めていく必要があります。

男女共同参画市民意識調査によると、男女の役割を

固定的に考えることについて、「反対」の割合が69.2%と

なっており、家庭での男女の役割分担に対する考え方

は、「どちらでも時間や気持ちに余裕がある方が家事・

育児・介護をするのがよい」が40.7％、「男女ともに仕

事をし、ともに家事・育児・介護をするのがよい」の割

合が37.7％と、固定的な性別役割分担意識を持つ人

は少なくなってきている状況がうかがえます。

回答者数=

令和７年度調査 499

令和２年度調査 1,324

1.8

3.2

28.3

22.8

41.1

33.2

28.1

27.4

0.8

13.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 無回答・わからない

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という
男女の役割を固定的に考えることについて

回答者数=

令和７年度調査 499

令和２年度調査 1,324

37.7

39.7

40.7

42.3

7.8

8.9

0.2

4.8

3.2

4.6

2.8

3.4

2.1

0.8

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男女ともに仕事をし、ともに家事・育児・介護をするのがよい

どちらでも時間や気持ちに余裕がある方が家事・育児・介護をするのがよい

男性は、仕事を中心にし、女性は家事・育児・介護を中心にするのがよい

女性は、仕事を中心にし、男性は家事・育児・介護を中心にするのがよい

男女ともに仕事をするが、家事・育児・介護は女性中心にするのがよい

その他

わからない

無回答

家庭での男女の役割分担に対する考え方について

41資料：袋井市男女共同参画社会づくりのための市民意識調査（Ｒ７）

現 状



より長い人生を見据え、性別に基づく固定的な役割分担によ

る慣習や意識、性別に関する偏見・固定観念、アンコンシャ

ス・バイアス（無意識の思い込み）にとらわれず、「教育、仕事、

老後」という単線型の人生設計ではなく、人生ステージに応じ

た様々な働き方、学び方、生き方を選べるよう、男女共同参画

の視点を踏まえた生涯学習や能力開発を推進していく必要が

あります。

また、地域活動においては、2025年度（令和７年度）の女性

自治会長が175名中１名と、性別役割分担意識が根強く残っ

ています。固定的性別役割分担意識からの脱却には、女性や

若者から選ばれ、都市圏への人口流出を抑え、持続可能な地

域社会を構築するという効果も期待されます。

地域への女性や若者の参画を支援し、誰もが生活しやすい

社会の基盤整備を推奨します。

基本目標Ⅳ 男女共同参画社会の実現にむけた基盤整備

男性（回答者数 = 282） 女性（回答者数 = 382）

福祉ボランティア活動

自治会活動

子ども会・ＰＴＡ・青少年の
育成活動

高齢者団体活動

各種女性団体活動

消費者団体等の消費者活動

趣味・スポーツ等のサークル活動

環境・美化・自然保護活動

防災・消防に関する活動

地域おこし・まちづくり・観光に
関する活動

その他

活動していない

無回答

4.3

62.8

5

6

0

0

18.1

14.5

9.6

8.2

2.5

22.7

0.4

020406080100

6.3

42.4

12.0

7.6

3.7

0.3

17.8

6.5

6

2.6

2.1

33.2

1.8

0 20 40 60 80 100

％ ％

現在参加している地域活動
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資料：袋井市男女共同参画社会づくりのための市民意識調査（Ｒ７）



誰もが男女共同参画について正しく理解し、固定的な性別役割分担意識にとらわれない考え方を育むこと

ができるよう、学校や家庭、地域などのあらゆる場において男女共同参画の視点に立った学習機会の提供

や、広報活動及び情報提供を行います。

基本方針８ 男女共同参画社会の実現に向けた理解の促進

基本目標Ⅳ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤整備

基本施策⑱ 男女共同参画の視点に立った各種制度の見直し

基本施策⑲ 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育や学習機会の充実

様々な分野におけるアンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）を排除し、男女共同参画の視点に
立った各種制度の見直しや環境整備に努めます。
【主な取組】
①男女共同参画の視点に立った施策の推進（各種施策、広報誌の発行にあたっての留意など）
②誰もが使いやすい公共施設の整備（ユニバーサルデザインの積極的な導入など）
③各種講座・講演会等における託児の実施

43

性別にとらわれることなく、すべて人を平等に尊重するジェンダー教育を進め、個人の能力や希望に応じ
て多様な進路選択ができるような環境づくりを推進します。
【主な取組】
①男女共同参画の視点に立った進路指導・キャリア教育の実施（性別にとらわれない幅広い学習機会の
提供など）



基本施策⑳ 国際的な動向を踏まえた男女共同参画の推進

基本目標Ⅳ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤整備

44

男女共同参画に関する国際的な動向の情報収集・提供を行うとともに、国際交流等を通じて、多様な価
値観を知る機会を提供します。

【主な取組】
①国際的な動向についての情報収集と提供（取組指標や先進事例の紹介など）



基本目標Ⅳ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤整備

45

基本施策㉒ 性別役割分担意識にとらわれない地域活動の推進

自治会や地域で活躍する各種団体などにおいて、性別や年齢にとらわれない多様な人材の活躍を促進します。

【主な取組】
①地域活動への女性や若者の参画促進（地域団体に対する女性の活躍事例紹介、選出方法にかかる助言など）
②女性リーダーや役員の育成支援（各種研修会や講座の開催、ネットワーク構築支援など）

女性や若者から選ばれる地域づくりを進め、多様な意見が取り入れられる、持続可能な環境の整備を行います。

基本方針９ 男女共同参画が根付いた地域づくりの推進【新】【重点】

基本施策㉑ 女性にも選ばれる地域づくりのための男女共同参画の推進【新】

固定的性別役割分担意識からの脱却を図り、女性や若者に選ばれる地域づくりを推進します。

【主な取組】
①地域に根ざした慣習や役割分担意識の払拭（広報紙や女性活躍事例の紹介など）
②女性や若者に対する魅力ある地域情報の発信（SNSやホームページなどを活用した地域情報の発信など）
③企業・地域団体との連携による女性にも選ばれる環境の整備（官民一体となった働き方改革の推進、男女
共同参画宣言事業所の周知と普及など）



成果指標８ 性別による固定的な役割分担をすべきでないと思う人の割合

現状値

69％
目標値

80％

基本目標Ⅳ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤整備

モニタリング指標９ 男女共同参画関連講座等への参加者数

現状値

89人
期待値

190人
モニタリング指標10 広報・ＨＰ等における男女共同参画に関する情報提供件数

現状値

32件
期待値

42件
モニタリング指標11 袋井市は市民生活の中に人権尊重の意識が定着していると思う人の割合

現状値

55.3％
期待値

60.8％ 46

成果指標９ 自治会に女性役員（会長・副会長・会計）がいる割合

現状値

8.4％
目標値

10％

※指標中、現状値の年次は2024年度
目標値の年次は2030年度


